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山梨県最低賃金が９３８円に変わります！ 
～ 業務改善助成金の制度が拡充されました ～ 

 

１ 山梨県最低賃金を改正決定しました 

山梨労働局（局長  髙西 盛登）は、令和５年９月１日、下記のとおり、山梨県最低賃金の改正決定

を行いました。本日付けで官報公示され、令和５年１０月１日から発効します。 

 

・ １ 時 間 ９３８円 
・ 効力発生日 令和５年１０月１日 （別添１参照） 

 
 この「４０円」の引上げ額（引上率４．４５％）は、中央最低賃金審議会の「令和５年度地域別最低

賃金額改定の目安について（答申）」において示された引上げ額の目安額「４０円」（Ｂランク）と同

額で、引上額、引上率ともに最低賃金が時間額単独になった平成１４年度以降、最大となります。（別

添２参照） 
 

山梨県最低賃金は、特定最低賃金が適用される労働者を除き、常用、臨時、パート、アルバイトなど

の雇用形態、性別、年齢、国籍を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 

山梨労働局では、改定された最低賃金額の周知を図るため、県、市町村、事業者団体、労働団体及び

教育関係機関等に周知の依頼をするとともに、管下労働基準監督署及び公共職業安定所を通じて周知及

び履行確保の徹底を図っていくこととしています。 

 

２ 業務改善助成金の制度が拡充されました（別添３-１、３-２参照） 

厚生労働省は、８月 31 日から、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げを図る中

小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充

を行いました。山梨労働局では、改定された最低賃金額の周知とあわせて、業務改善助成金を活用いた

だくための周知など、支援施策の推進に取り組みます。 

【拡充のポイント】 
   

 ■ 対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内の事業場から 

 50 円以内の事業場に拡大 

  ■ 事業場規模 50 人未満の事業場の申請を行う事業者は賃金引き上げ後の申請が可能に 

  ■ 助成率の区分となる金額の引き上げ 
 

山 梨 労 働 局 発 表 

令和５年９月１日（金） 

Press Release 



 

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認いただくか、業務改善助成金コールセンターまでお問い

合わせください。（電話番号：0120-366-440）（受付時間 平日 8:30～17:15） 

 

 

【参考】 

１ 審議等の経過等 

山梨労働局では、毎年、山梨県最低賃金の見直しのため、山梨地方最低賃金審議会に対して調査審議

を求め（諮問）、同審議会の意見（答申）を尊重して山梨県最低賃金の改正を行っています。 

令和５年は、７月５日に改正決定に係る諮問を行い、８月７日に「１時間９３８円」に改正決定すべ

きとの答申を受けました。この答申を受けて山梨労働局では、答申内容について意見を求める公示を行

ったところ、４つの労働組合から異議申出書の提出があったため、８月２３日に開催した同審議会にお

いて、これらの異議の申出の取扱いについて諮問し、同審議会で慎重に審議を行った結果、「８月７日

付け答申どおり決定することが適当である。」との結論に達し、その内容の答申を受けました。 

山梨労働局では、答申どおり「１時間９３８円」に改正決定することとし、公示等諸手続きを行

い、本日、官報に公示されたことから、法定どおり３０日後の令和５年１０月１日から効力が発生す

ることとなりました。（別添４参照） 

なお、山梨県内の事業場においては、労働者に原則として同金額以上の賃金を支払わなければ、最低

賃金法違反になります。 

 

２ 添付資料 

別添１    山梨県の最低賃金（リーフレット） 

別添２    山梨県最低賃金の推移 

別添３-１ 業務改善助成金の制度が拡充されます！（リーフレット） 

別添３-２ 令和５年度業務改善助成金のご案内（リーフレット） 

別添４   山梨県最低賃金の改正手続の流れ 



１ 山梨県内で働く全ての労働者には、下記の最低賃金が適用されます

２ 次の手当等は最低賃金に算入しません

３ 特定の許可を受けた者は、最低賃金の減額特例が認められます

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ②時間外・休日・深夜手当
③臨時に支払われる賃金 ④１ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

精神的・身体的な理由から最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭くする可能性がある労働者、
拘束時間の長い断続的労働の許可を受けた業務に従事する労働者等については、使用者が労
働局長の許可を受けることを条件に、最低賃金の減額の特例許可が個別に認められています。

４ 次の産業については､特定最低賃金が定められています

（お問い合わせ先）

山梨労働局賃金室 甲府市丸の内１－１－１１ （055-225-2854）
甲府労働基準監督署 甲府市下飯田２－５－５１ （055-224-5616）
都留労働基準監督署 都留市四日市場２３－２ （0554-43-2195）
鰍沢労働基準監督署 南巨摩郡富士川町鰍沢１７６０－１

富士川地方合同庁舎５階
（0556-22-3181）

R5.9.1

山 梨 県
最低賃金

時間額

９３８円
効力発生日

令和５年

10月1日

山梨県の最低賃金

特 定
最低賃金
(時間額)

電子部品･デバイス･電子回路､
電気機械器具､
情報通信機械器具製造業

９５９円
効力発生日

令和４年１２月３０日

自動車・同附属品製造業 ９６１円
効力発生日

令和４年１２月２５日

※年齢（１８歳未満、６５歳以上）、技能習得中（雇入れ後６月未満）及び特定の業務（清掃、熟練を
要しない業務等）に主に従事している労働者については、特定最低賃金から適用除外され、山梨県
最低賃金が適用される場合があります。 詳細については、お問い合わせください。
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投資等を行った
中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響
等により売上高が減少している事業者及び物価高騰等の影響により利益率が低下している事業者に対し
ては、「特例事業者」として助成率及び助成対象経費が拡充される特例が設けられています。

事 業 内 最 低 賃 金
引 き 上 げ

設 備 投 資 等
機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓練

費 用 の 一 部
を 助 成

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

業務改善助成金 検 索

業務改善助成金における特例事業者は、①新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が15%以
上減少している場合、②原材料費の高騰等の社会的・経済的環境の変化等の要因により利益率が３％ポ
イント以上減少している場合のいずれかに該当する場合です。

特例事業者は、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万以下の自動車（貨物自動車及び特殊用途自
動車含む）、パソコン（タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む）の購入、製作又は
改良の費用（ただし、パソコンは新規購入に限る）が助成対象となります。

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター

電話番号︓0 1 2 0 - 3 6 6 - 4 4 0（受付時間 平日 8:30～17:15）
山梨働き方改革推進支援センターでも、業務改善助成金の申請に関する相談について支援しています。

山梨働き方改革推進支援センター ［中巨摩郡昭和町河西１２３２－１ ２F ］
電話番号︓0 1 2 0 - 7 5 5 - 4 5 5 （受付時間 平日 9:00～17:00）
【相談方法︓電話、窓口相談のほか企業を訪問しての支援も行っています】

交付申請書等の提出先︓山梨労働局 雇用環境・均等室
甲府市丸の内1－1－11 TEL 055－225－2851

賃金引き上げを支援する制度について

業務改善助成金のご案内

業務改善助成金における特例事業者のご案内

お問い合わせ先

 

山梨県内における業務改善助成金の活用例
山梨労働局へ申請された業務改善助成金の最近の活用例を紹介します。

１ 飲食店での自動釣銭機の購入
２ 飲食店での高性能の食器洗浄機の購入
３ 採石業での中古ダンプカーの購入
４ 宿泊業での全自動ロボット掃除機の購入
５ 宿泊業での大型洗濯機の購入
６ ジュエリー業での販売能力アップの研修の実施

業務改善の対象となる事業かの確認は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせをお
願いいたします。



時間額 引上額 引上率 効力発生日

平成 １４ 年 ６４７ ０ 0.00 H14.10.1

１５ 年 ６４７ ０ 0.00 H15.10.1

１６ 年 ６４８ １ 0.15 H16.10.1

１７ 年 ６５１ ３ 0.46 H17.10.1

１８ 年 ６５５ ４ 0.61 H18.10.1

１９ 年 ６６５ １０ 1.53 H19.10.28

２０ 年 ６７６ １１ 1.65 H20.10.25

２１ 年 ６７７ １ 0.15 H21.10.1

２２ 年 ６８９ １２ 1.77 H22.10.17

２３ 年 ６９０ １ 0.15 H23.10.20

２４ 年 ６９５ ５ 0.72 H24.10.1

２５ 年 ７０６ １１ 1.58 H25.10.18

２６ 年 ７２１ １５ 2.12 H26.10.1

２７ 年 ７３７ １６ 2.22 H27.10.1

２８ 年 ７５９ ２２ 2.99 H28.10.1

２９ 年 ７８４ ２５ 3.29 H29.10.14

３０ 年 ８１０ ２６ 3.32 H30.10.3

令和 元 年 ８３７ ２７ 3.33 R元.10.1

２ 年 ８３８ １ 0.12 R2.10.9

３ 年 ８６６ ２８ 3.34 R3.10.1

４ 年 ８９８ ３２ 3.70 R4.10.20

５ 年 ９３８ ４０ 4.45 R5.10.1

※　平成１４年度からは、時間額単独方式に移行している。

山梨県最低賃金額の推移
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賃金



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行っ
た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

①対象事業場の拡大

事業内最低賃金
引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、
人材育成・教育訓練など

設備投資等の費用
の一部を助成

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が
30円以内の事業場

事 業 場 内
最 低 賃 金 額

助 成 率

870円未満 9/10

870円以上
920円未満

４/５
(9/10)

920円以上
３/４
(4/5)

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５
(9/10)

950円以上 ３/４
(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

交付申請書・事業実施計画
などを事業場所在地を管轄
する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出
した計画に沿って
事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審査

支
給

（審査の上、交付決定を受けたら）
・計画に基づく賃上げの実施
・計画に基づく設備投資等の実施

差額が50円以内に拡大され
たので、助成金が受けられる
ようになりました

対象外

拡充後

業務改善助成金の制度が拡充されます！
対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請が可能に

審査・
交付決定

今

ま

で

拡

充

後

②賃金引き上げ後の申請 ③助成率区分の見直し

拡充後拡充後

例：地域別最低賃金が920円の
地域において

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が
50円以内の事業場

事業場内最低賃金が
955円（差額35円）
の工場

対象に！
（先ほどの例）

事業場内最低賃金が
955円の工場

2023年4月1日から12月31日
までに賃金引き上げを実施して
いれば、賃金引き上げ計画の提
出は不要となりました

以下の書類の提出は必要です
• 賃金引き上げ結果
• 事業実施計画（設備投資等の
計画）

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

必要な手続き：
事前に以下2つの計画を提出
• 賃金引き上げ計画
• 事業実施計画（設備投資
等の計画）

8月31日から開始 ※申請期限：2024（令和6）年1月31日
（事業完了期限：2024（令和6）年2月28日）

業務改善助成金とは

拡充のポイント

事業実
施計画

賃上げ
計画

事業実
施計画

賃上げ
結果

助成金支給までの流れ

計画の承認
と実施

を提出し、計画の
審査を受けます。

＜対象＞
事業場規模50人未満のみ

hirades
フリーテキスト
 別添３-１



（R５.８）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120- 366- 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください

お問い合わせ

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 事業完了の期限は、2024（令和6）年2月28日です。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助 成 上 限 額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

1人 30万円 60万円

2～3人 50万円 90万円

4～6人 70万円 100万円

7人以上 100万円 120万円

10人以上※ 120万円 130万円

45円
コース

45円以上

1人 45万円 80万円

2～3人 70万円 110万円

4～6人 100万円 140万円

7人以上 150万円 160万円

10人以上※ 180万円 180万円

60円
コース

60円以上

1人 60万円 110万円

2～3人 90万円 160万円

4～6人 150万円 190万円

7人以上 230万円 230万円

10人以上※ 300万円 300万円

90円
コース

90円以上

1人 90万円 170万円

2～3人 150万円 240万円

4～6人 270万円 290万円

7人以上 450万円 450万円

10人以上※ 600万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者（右記）が、10人以上の労働者の
賃金を引き上げる場合に対象になります。

設備投資 • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

コンサルティング 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す
指標の直近3か月間の月平均値が前年、
前々年または3年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
3か月間のうち任意の1か月の利益率
が前年同月に比べ3％ポイント※以上
低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された2つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となり
ます。（なお、②・③に該当する場合は、助成対
象経費の拡充も受けられます。）

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、

業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した

労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく

必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金

（国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低

賃金額）と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金

法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定

されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等

部室または賃金課室までお尋ねください。

助成上限額

助成対象経費の例

注意事項



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※申請期限：令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

事業場内最低賃金の
引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。（詳しくは中面へ。）

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

対象事業者・申請の単位など

• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が863円
→助成率9/10

○8人の労働者を953円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

申請書や見積書に加え、
・賃金引上げ計画書
・事業実施計画書

が必要です。

【申請時に必要なもの】 申請書

見積書
(相見積書)

賃上げ
計画

事業実施
計画

事業場規模
50人未満で
あればこちら
も適用

一定の期間※に事業
場内最低賃金を引き
上げていた場合は、
賃金引上げ計画は不
要です。（事業実施
計画は必要です。）

申請書

見積書
(相見積書)

賃上げ
結果

事業実施
計画

※令和5年4月1日～12月31日まで。

令和５年８月31日改正版

令和５年度業務改善助成金のご案内

令和5年8月31日に拡充されました！
（改正部分はピンク色の文字の部分です）

hirades
フリーテキスト
 別添３-２



助成上限額・助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0 万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す
指標の直近３か月間の月平均値が前年、
前々年または３年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン
トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上
に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ
ン等は新規導入に限ります）。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲
で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に
配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す
るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万
円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺
機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に
「関連する経費」※

× 〇
広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.８.31）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 地域別最低賃金の発効に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場
合、発効日の前日までに引き上げ
ていただく必要があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

賃金引き上げに当たっての注意点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）まで
に事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を完了

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を実施

対象外対象！



【目安審議】 【地域別最低賃金審議】

諮問〔Ｒ５.６.30〕 諮問〔Ｒ５.７.５〕

調査審議

目安を提示

答申〔Ｒ５.７.28〕

答申〔Ｒ５.８.７〕

異議申出に係る調査審議

〔Ｒ５.８.23〕

決定（官報）公示

〔Ｒ５.９.１〕

効力発生〔Ｒ５.10.１〕

※公示の日から30日経過後

令和５年度山梨県最低賃金の改正手続の流れ

中央最低賃金審議会 山梨地方最低賃金審議会

・本審開催：8/2

・専門部会開催：
　７/21,8/2,8/3,8/4

調査審議

別添４


